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鏡石町告示第３１号

第５回鏡石町議会臨時会を次のとおり招集する。

平成２５年５月１５日

鏡石町長 遠 藤 栄 作

記

１．期 日 平成２５年５月２１日（火） 午後１時３０分

２．場 所 鏡石町役場議会議場

３．付議事件

(1)専決処分した事件の承認について（１１件）

(2)鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策工事（岡ノ内地区）請負契約の締結について

(3)調停について

(4)平成２５年度鏡石町一般会計補正予算（第１号）

－１－



○応招・不応招議員

応招議員（１２名）

１番 円 谷 寛 君 ２番 古 川 文 雄 君

３番 菊 地 洋 君 ４番 長 田 守 弘 君

５番 小 林 政 次 君 ６番 畑 幸 一 君

７番 井土川 好 髙 君 ８番 大河原 正 雄 君

９番 今 泉 文 克 君 １０番 仲 沼 義 春 君

１１番 木 原 秀 男 君 １２番 渡 辺 定 己 君

不応招議員（なし）
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平成２５年第５回鏡石町議会臨時会会議録

議 事 日 程（第１号）

平成２５年５月２１日（火）午後１時３０分 開会

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 報告第２３号 専決処分した事件の承認について

日程第 ４ 報告第２４号 専決処分した事件の承認について

日程第 ５ 報告第２５号 専決処分した事件の承認について

日程第 ６ 報告第２６号 専決処分した事件の承認について

日程第 ７ 報告第２７号 専決処分した事件の承認について

日程第 ８ 報告第２８号 専決処分した事件の承認について

日程第 ９ 報告第２９号 専決処分した事件の承認について

日程第 １０ 報告第３０号 専決処分した事件の承認について

日程第 １１ 報告第３１号 専決処分した事件の承認について

日程第 １２ 報告第３２号 専決処分した事件の承認について

日程第 １３ 報告第３３号 専決処分した事件の承認について

日程第 １４ 議案第159号 鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策工事（岡ノ内地区）請

負契約の締結について

日程第 １５ 議案第160号 調停について

日程第 １６ 議案第161号 平成２５年度鏡石町一般会計補正予算（第１号）

日程第 １７ 議会運営委員会閉会中の継続調査の申出について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１２名）

１番 円 谷 寛 君 ２番 古 川 文 雄 君

３番 菊 地 洋 君 ４番 長 田 守 弘 君

５番 小 林 政 次 君 ６番 畑 幸 一 君

７番 井土川 好 髙 君 ８番 大河原 正 雄 君

９番 今 泉 文 克 君 １０番 仲 沼 義 春 君

１１番 木 原 秀 男 君 １２番 渡 辺 定 己 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 遠 藤 栄 作 君 副 町 長 助 川 浩 一 君

教 育 長 髙 原 孝一郎 君 総 務 課 長 小 貫 忠 男 君

税務町民課長 栁 沼 英 夫 君 健康福祉課長 小 貫 秀 明 君

産 業 課 長 小 貫 正 信 君 都市建設課長 関 根 邦 夫 君

参 事 兼
上下水道課長 圓 谷 信 行 君 木 賊 正 男 君

教 育 課 長

会計管理者 原子力災害
髙 原 芳 昭 君 吉 田 竹 雄 君

兼 室 長 対策室長心得

農業委員会
関 根 学 君

事 務 局 長

事務局職員出席者

議会事務局
吉 田 賢 司 主 幹 岡 部 フ ミ 子

局 長
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開議 午前１１時００分

◎開会の宣告

○議長（渡辺定己君） ただいまから、第５回鏡石町議会臨時会を開会いたします。

○議長（渡辺定己君） 初めに臨時会の運営について、議会運営委員長から報告を

求めます。

８番 大河原正雄君。

〔議会運営委員長 大河原正雄君 登壇〕

○議会運営委員長（大河原正雄君） 第５回鏡石町議会臨時会議事日程表（案）を報

告いたします。 平成２５年５月２１日（火）午後１時３０分開会、招集者挨拶

開議、議事日程、日程番号、件名の順で報告いたします。

〔以下、議事日程表により報告する。〕

◎招集者挨拶

○議長（渡辺定己君） 本臨時会にあたり町長から挨拶があります。

町長、遠藤栄作君。

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕

○町長（遠藤栄作君） 本日は、第５回鏡石町議会臨時会を開催いたしましたところ

議員の皆様には、公私ともお忙しい中ご出席を賜りまして、まことにありがとう

ございます。

今回、臨時会にご提案申し上げますのは、造成宅地滑動崩落緊急対策工事請負契

約の締結並びに境西団地の浮動沈下等による損害賠償関係の調停及び平成２５年度

一般会計補正予算（第１号）、更には、専決処分した事件の承認については条例の

一部改正２件、平成２４年度一般会計他特別会計補正予算９件であります。

よろしくご審議をいただきまして、議決賜りますようお願い申し上げご挨拶とい

たします。よろしくお願いします。

◎開議の宣告

○議長（渡辺定己君） ただいまの出席議員数は１２名です。

定足数に達していますので、直ちに会議を開きます。

◎議事日程の報告

○議長（渡辺定己君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

よろしくお願いします。

◎会議録署名議員の指名

○議長（渡辺定己君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１１３条の規定によって、１番、円谷

寛君、２番、古川文雄君、３番、菊地洋君の３名を指名いたします。

◎会期の決定
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○議長（渡辺定己君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

よって会期は１日間と決しました。

◎報告第２３号及び報告第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第３、報告第２３号及び日程第４、報告第２４号の専決

処分した事件の承認についての２件を一括議題としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。

したがって、日程第３及び日程第４の報告２件を一括議題とすることに決しまし

た。

提出者から提案理由の説明を求めます。

税務町民課長、栁沼英夫君。

〔税務町民課長 栁沼英夫君 登壇〕

○税務町民課長（栁沼英夫君君） ただいま一括上程されました、報告第２３号 専

決処分した事件の承認について並びに報告第２４号 専決処分した事件の承認につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。

１ページをお開きいただきたいと思います。

このたびの専決処分２件につきましては、上位法であります地方税法及び国民健

康保険法施行令の一部改正が行われ、平成２５年３月３１日に交付されたことに伴

う改正でございます。

まず初めに、報告第２３号 専決処分した事件の承認については、専決第１４号

として鏡石町税条例の一部を改正する条例につきまして、平成２５年３月３１日付

けで専決処分したものでございます。

このたびの税条例の一部改正の主な内容につきましては、延滞金に係る納税環境

整備と、住宅取得に係る措置としまして、平成２６年４月からの消費税率引き上げ

に伴う対応としまして、今回、所要の改正を行うものでございます。

次のページをお願いいたします。

まず、第３４条の７につきましては市町村等へ寄附をした場合の個人町民税から

の税額控除につきまして、復興特別所得税の軽減等も含めまして控除できるように

地方税法附則の改正による改正でございます。

次に第５４条につきましては、独立行政法人森林総合研究所が行います農用地総

合整備事業等を実施する場合の固定資産税の非課税措置でございますが、今後の業

務におきまして見込まれる対象が無いことから廃止し、条文から削除するものでご

ざいます。

次に、第１３１条につきましては、特別土地保有税の特例措置でございますが、
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第５４条の改正と同様に独立行政法人森林総合研究所を削除するものでございます。

附則第３条の２につきましては、国の延滞税改正に伴い、地方税の延滞金の割合

の特例措置でございまして、延滞金計算の基礎となります特例基準割合の見直しと、

延滞金等の利率を引き下げまして、事業者等の負担軽減を実施し、納税環境の整備

を行う改正でございます。

第２項につきましては、第１項中で削除されました第５２条、申告の延長が認め

られている場合の納期限の延長に係る延滞金の規定でございますけれども、第１項

から削除しまして、第２項として別途規定を追加するものでございます。

次のページになりますが、附則第４条につきましては、申告期間の延長の適用を

受けた場合におけます延滞金については、申告期間を延長した期間に対応する延滞

金の額のうち、当該延滞金の割合が特例基準割合であるとした場合におきます、所

要の改正と文言の整理をするものでございます。

附則第４条の２につきましては、一定の公益法人等に対しまして財産の贈与や寄

附をした場合におきます非課税措置につきまして、租税特別措置法の条項改正に伴

う改正でございます。

附則第７条の３の２については、平成２６年４月からの消費税率引き上げに伴い

まして所得税の住宅ローン減税が拡充されたことに伴い、個人町民税につきまして

も２５年末で期限切れとなる特別控除について、４年延長して平成２９年末までと

拡充するための改正でございます。

次に附則第７条の４につきましては、第３４条の７の改正に伴う寄附金税額控除

の特例控除の特例に関する所要の改正でございます。

附則第１０条の２につきましては固定資産税の課税標準の特例を定める規定でご

ざいまして、再生可能エネルギーに関する特別措置法に係る認定発電設備の規定を

今回追加するものでございます。

附則第１７条の２につきましては、長期譲渡所得のうち優良住宅地の造成のため

の譲渡について軽減される特例措置につきまして租税特別措置法の条項改正に伴う

所要の改正でございます。

次に附則第２２条の２につきましては、東日本大震災に係ります譲渡期限の延長

の特例措置でございますけれども、このたびの改正につきましては読替部分を表に

することによって、いずれの条項が読み替えられているかが分かりやすいように規

定の整備を行ったものでございまして、次のページに読み替え表が示されておりま

すのでご覧いただきたいと思います。

次のページをお願いします。

追加する第２項につきましては、前項納税義務者の相続人についても同様に所有

していたものとみなしまして、第１項の特例を適用するための改正でございまして、

第２項を第３項とし、第２項追加に伴う規定の整備を行ったものでございます。

第２３条につきましては、東日本大震災によります、特別控除の適用を受けてい

た家屋が使えなくなった場合の住宅借入金の特別税額控除について、引き続き特別

税額控除の適用を受けることができるように地方税法附則の条例改正に伴う改正で

ございます。

次に附則でございますけれども、第１条につきましては、施行日を平成２５年４
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月１日からとするものでございます。

次のページをお願いします。

１項ただし書きの第１号寄附金税額控除、延滞金の割合等の特例、納期限の延長

等に係る延滞金の特例、公益法人等に係る町民税の課税の特例、優良住宅地造成の

ための長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例及び東日本大震災に係る被災居住用

財産の譲渡期限の延長の特例並びに次条延滞金に関する経過措置並びに町民税に関

する規程の適用に関する規定につきましては、平成２６年１月１日から施行すると

定めるものでございます。

第２号の個人町民税の４年延長規定につきましては、施行日を平成２７年１月１

日とするものでございます。

次に第２条としまして延滞金に関する経過措置でございます。

附則第３条の２「延滞金の割合等の特例」につきましては、平成２６年１月１日

以後の適用とするものでございます。

続いて第３条としまして町民税の経過措置でございます。第１項「公益法人等に

係る町民税の課税の特例」につきましては、平成２６年度以後の適用とし、第２項

「東日本大震災に係る被災居住用財産の譲渡期限の延長の特例」につきましては、

平成２５年１月１日以後の土地等の譲渡について適用するものございます。第３項

「東日本大震災に係る住宅借入金等特別控除の適用期間の特例」につきましては、

平成２７年度以後の個人町民税から適用とするものでございます。

最後に第４条固定資産税の経過措置につきましては、平成２５年度以後の年度分

の固定資産税について適応するものとし、第２項については、地方税法附則改正に

伴う文言の読み替えをするための改正でございます。

○税務町民課長（栁沼英夫君君） 以上が税条例の一部を改正する条例についての内

容でございます。

次に報告第２４号 専決第１５号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例につきましては平成２５年３月３１日付けで専決処分したものでございます。

７ページになります。

このたびの一部改正につきましては、国民健康保険の被保険者でありました者が、

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合について、国民健康保険税の

軽減判定所得の算定の特例を恒久化することと、国民健康保険料についても同様の

措置を講ずるため国民健康保険法施行令の一部改正に伴う改正でございます。

次のページをお願いいたします。

まず、第５条の２につきましては「国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割

額」についてでございます。

国保から後期高齢者制度へ移行後５年間については、軽減判定の算定上、国保世

帯員と同一世帯員として計算されてきた軽減措置について期限のない恒久化とする

ための改正でございます。また、後期高齢者制度への移行によって単身となった世

帯（特定世帯）について５年間２分の１と軽減してきたものに加えまして、移行後

６年目から８年目までの間にある世帯（特定継続世帯）に対しては、４分の１を軽

減する措置を追加する改正でございます。そのため、第１号には、特定世帯に新た

に特定継続世帯を追加したものでございまして、第３号として世帯別平等割２万円
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の４分の１を軽減して１万５，０００円を追加するものでございます。

次に第７条の３「被保険者の後期高齢者支援金に係る世帯別平等割額」について

は、第５条の２と同様に特定継続世帯を加えまして、第３号として世帯別平等割６，

３００円の４分の１を軽減して、４，７２５円を追加するものでございます。

次に、第２３条につきましては国民健康保険税の減額でございます。所得の区分

によりまして税率の７割、５割、２割を減額する措置でございます。第１号につき

ましては、７割軽減世帯であります。イの（ア）について国民健康保険の被保険者

における世帯別平等割額について、特定継続世帯を加えるものでございまして、

（ウ）として、世帯別平等割１万４，０００円の４分の１を軽減して１万５００円

を追加するものでございます。

次にエの（ア）につきましては、後期高齢者支援金に係る世帯別平等割額につき

まして、同様に特定継続世帯を加える改正で、（ウ）として世帯別平等割４，４１

０円の４分の１を軽減して３，３０７円を追加するものでございます。

次に第２号につきましては、５割軽減世帯でございまして、７割軽減世帯と同様

に、世帯別平等割額について特定継続世帯を新たに加えまして（ウ）とし、世帯別

平等割１万円の４分の１を軽減して７，５００円を追加するものでございます。

次のページをお開きいただきたいと思います。

第２３条第２号エの（ア）につきましては、後期高齢者支援金等に係る世帯別平

等割額につきましても、特定継続世帯を加えまして、（ウ）として世帯別平等割３，

１５０円の４分の１を軽減して２，３６２円を追加するものでございます。

第３号につきましては、２割軽減世帯でございますが、イの（ア）については、

新たに特定継続世帯を加える改正でございまして（ウ）として、世帯別平等割４，

０００円の４分の１を軽減して３，０００円を追加するものでございます。エの

（ア）につきましても、後期高齢者支援金等に係る世帯別平等割額につきまして、

同様に特定継続世帯に加えまして、（ウ）として世帯別平等割１，２６０円の４分

の１を軽減して９４５円を追加するものでございます。

次に附則第１５項につきましては、被災居住用財産の譲渡期限の延長の特例が３

年から７年に延長されたことに伴う地方税法附則の改正に伴う条項の改正でござい

ます。

最後に附則第１条としまして、平成２５年４月１日から施行することとしますが、

ただし書きの譲渡期限７年延長措置規定につきましては、平成２６年１月１日から

施行するものでございます。

第２条適用区分として、改正後の町国民健康保険税条例の規定は平成２５年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用するとし、第２項新条例附則第１５項の

規定につきましては、平成２６年度以後の年度分の健康保険税について適用するも

のであります。

○税務町民課長（栁沼英夫君君） 以上、一括上程されました報告第２３号並びに報

告第２４号につきまして、提案理由の説明を申し上げました。

ご審議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより報告２件の一括質疑に入ります。

－９－



質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより報告２件の一括討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより裁決を行います。

はじめに、報告第２３号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の専決処分した事

件の承認についての件を裁決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第２３号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

次に、報告第２４号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分した事件の承認についての件を採決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第２４号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第２５号及び報告第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第５ 報告第２５号及び日程第６ 報告第２６号の専決

処分した事件の承認についての２件を一括議題といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、日程第５及び日程第６の報告２件を一括議題とすることに決しまし

た。

提出者から提案理由の説明を求めます。

副町長、助川浩一君。

〔副町長 助川浩一君 登壇〕

○副町長（助川浩一君） ただいま一括上程されました、報告第２５号並びに報告第

２６号 専決処分した事件の承認についてご説明を申し上げます。

１１ページをお開き願います。
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本件、報告第２５号は平成２４年度鏡石町一般会計補正予算（第７号）につきま

して専決第１６号として平成２５年３月２５日付け専決処分したものでございます。

１２ページをお開き願います。

このたびの補正につきましては、平成２５年度分「鏡石町災害公営住宅整備事

業」並びに災害公営住宅関連「児童ふれあい施設整備事業」に係る耐震性貯水槽整

備の２つの事業が、平成２５年３月の町議会閉会後に国より東日本大震災復興交付

金第５回目の対象として、採択されたことから町東日本大震災復興交付金基金への

速やかな積立を行うため、当該事業に係る経費３億６，１３５万５，０００円を歳

入歳出それぞれに増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９

億１，６１０万８，０００円とするものでございます。内容につきましては、事項

別明細書によりましてご説明を申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○副町長（助川浩一君） 以上、報告第２５号につきましてご説明を申し上げました。

ご審議をいただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、報告第２６号 専決処分した事件の承認についてご説明を申し上げ

ます。

２１ページをお開き願います。

本件は、平成２４年度鏡石町一般会計補正予算（第８号）につきまして、専決第

１７号としまして、平成２５年３月３１日付け専決処分したものでございます。

２２ページをお開き願います。

このたびの補正につきましては年度末を迎えた事業の確定により平成２４年度予

算の整理をしたものでありまして、第１条におきましては、既定の歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ４億３，４４２万１，０００円を減額いたしまして、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７４億８，１６８万７，０００円とするもの

でございます。

歳入歳出予算の補正につきましては、本議案記載のとおりでございますが、内容

がかなりの分量となっておりますので各目毎補正額の増減が５００万円以上につき

まして、以下、事項別明細書によりましてご説明を申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○副町長（助川浩一君） 以上、一括上程されました報告第２５号並びに報告第２６

号につきまして、ご説明を申し上げました。

ご審議をいただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより報告２件の一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより報告２件の一括討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより、報告第２５号 平成２４年度鏡石町一般会計補正予算（第７号）の専

決処分した事件の承認についての件を裁決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第２５号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

次に、報告第２６号 平成２４年度鏡石町一般会計補正予算（第８号）の専決処

分した事件の承認についての件を採決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第２６号専決処分した事件の承認についての件は、承認するこ

とに決しました。

◎報告第２７号及び報告第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第７ 報告第２７号及び日程第８ 報告第２８号の専決

処分した事件の承認についての報告２件を一括議題としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告２件を一括議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

税務町民課長、栁沼英夫君。

〔税務町民課長 栁沼英夫君 登壇〕

○税務町民課長（栁沼英夫君） ただいま一括上程されました、報告第２７号 専決

処分した事件の承認について並びに報告第２８号 専決処分した事件の承認につい

て提案理由の説明を申し上げます。

１０３ページになります。

まず初めに、報告第２７号 専決処分した事件の承認についてでございます。

このたびの専決処分は、専決第１８号としまして、平成２４年度鏡石町国民健康

保険特別会計補正予算（第５号）につきまして、平成２５年３月３１日付けで専決

処分したものでございます。

次のページをお願いいたします。

平成２４年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）であります。

このたびの補正予算は、歳入歳出それぞれ事業費の確定に伴う補正予算でござい

まして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，３０７万９，０００円
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を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１７億２，３２７万８，００

０円とするものでございます。

詳細につきましては、１１０ページからの事項別明細書によりご説明を申し上げ

ます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○税務町民課長（栁沼英夫君） 以上、国民健康保険特別会計補正予算について、説

明させていただきました。

次に、１３３ページでございます。

報告第２８号 専決処分した事件の承認についてでございます。

こたびの専決処分につきましては、専決第１９号として、平成２４年度鏡石町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につきまして、平成２５年３月３１日付

けで専決処分したものでございます。

次のページをお願いいたします。

平成２４年度鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）でございます。

こちらにつきましても、事業の確定に伴う補正予算でございまして、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１，４２０万３，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ、８，３５１万円とするものでございます。

詳細につきましては、１４０ページからの事項別明細書によりご説明申し上げま

す。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○税務町民課長（栁沼英夫君） 以上、一括上程されました報告第２７号並びに第２

８号につきまして、提案理由の説明を申し上げました。

ご審議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより報告２件の一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより報告２件の一括討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより裁決を行います。

初めに、報告第２７号 平成２４年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）の専決処分した事件の承認についての件を裁決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。
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したがって、報告第２７号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

次に、報告第２８号 平成２４年度鏡石町後期高齢者医療別会計補正予算（第３

号）の専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第２８号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第９ 報告第２９号 専決処分した事件の承認について

の件を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

健康福祉課長 小貫秀明君

〔健康福祉課長 小貫秀明君 登壇〕

○健康福祉課長（小貫秀明君） ただいま上程されました報告第２９号 専決処分し

た事件の承認について、提案理由をご説明申し上げます。

１４６ページをお開きください。

専決第２０号といたしまして、平成２４年度鏡石町介護保険特別会計補正予算

（第４号）につきまして地方自治法第１７９条第１項の規定により３月３１日付け

で専決処分したものでございます。

このたびの補正につきましては、介護サービス費等の確定に伴うものでございま

して、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１５９万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億９，２６５万３，０００円とするもの

でございます。詳細につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○健康福祉課長（小貫秀明君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。

ご審議いただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。
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これより、報告第２９号 平成２４年度鏡石町介護保険特別会計補正予算（第４

号）の専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第２９号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第１０ 報告第３０号 専決処分した事件の承認につい

ての件を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

産業課長、小貫正信君。

〔産業課長 小貫正信君 登壇〕

○産業課長（小貫正信君） ただいま上程されました報告第３０号 専決処分した事

件の承認につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

１６１ページでございます。

このたびの専決は、地方自治法の規定により専決第２１号により平成２５年３月

３１日付けで専決処分したものであります。

次のページをお開きください。

平成２４年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第４号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額に変更はなく、事業の確定に伴い歳出予算額を整理する

ものであります。詳細につきましては、１６６ページからの事項別明細により説明

を申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○産業課長（小貫正信君） 以上、ご説明申し上げました。

ご審議いただきまして、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより報告第３０号 平成２４年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第

４号）の専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。
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お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第３０号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第１１ 報告第３１号 専決処分した事件の承認につい

ての件を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

都市建設課長、関根邦夫君。

〔都市建設課長 関根邦夫君 登壇〕

○都市建設課長（関根邦夫君） ただいま上程されました報告第３１号 専決処分し

た事件の承認について、提案理由のご説明を申し上げます。

１７０ページをお開き願いたいと思います。

本件は、平成２４年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決第２２号

として平成２５年３月３１日付けで専決処分したものでございます。

このたびの補正につきましては、事業の確定により平成２４年度予算を整理した

ものでございます。

予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０４

２万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，３５７万

６，０００円とするものでございます。

内容につきましては、１７６ページから事項別明細書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○都市建設課長（関根邦夫君） 以上、ご説明申し上げました。

ご審議をいただき、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより、報告第３１号 平成２４年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特

別会計補正予算（第３号）の専決処分した事件の承認についての件を採決いたしま
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す。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３１号専決処分した事件の承認についての件は、承認するこ

とに決しました。

◎報告第３２号及び報告第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第１２ 報告第３２号及び日程第１３ 報告第３３号の

専決処分した事件の承認についの報告２件を一括議題としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告２件を一括議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

上下水道課長、圓谷信行君。

〔上下水道課長 圓谷信行君 登壇〕

○上下水道課長（圓谷信行君） ただいま一括上程されました、報告第３２号 専決

処分した事件の承認について 専決第２３号専決処分書 平成２４年度鏡石町公共

下水道事業特別会計補正予算（第４号）から報告第３３号 専決処分した事件の承

認について 専決第２４号専決処分書 平成２４年度鏡石町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号）まで専決処分した事件の承認について、ご説明申し上げま

す。

報告第３２号、第３３号は地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、平

成２５年３月３１日付けで専決処分をしたので、同条第３号の規定によりまして報

告をし承認を求めるものでございます。

最初に１８２ページになります。

平成２４年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）でございますが、

今回の補正につきましては、平成２４年度事業の確定に伴いまして、予算の整理を

するものでございます。

既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，２１６万８，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９，０５５万円とするものでご

ざいます。

内容につきましては、１８８ページの事項別明細書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○上下水道課長（圓谷信行君） 以上が、公共下水道になります。

次に、２００ページになります。

専決２４号専決処分書になります。平成２４年度鏡石町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）でございますが、今回の補正につきましては、平成２４年度

事業確定に伴いまして、予算の整理をするものでございます。
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既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ ３４０万２，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，２７０万円とするものでございま

す。

内容につきましては、２０６ページの事項別明細書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○上下水道課長（圓谷信行君） 以上、報告第３２号並びに第３３号の２件につきま

してご説明を申し上げました。

ご審議をいただきまして、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより報告２件の一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより報告２件の一括討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより採決を行います。

初めに、報告第３２号 平成２４年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）の専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３２号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

次に、報告第３３号 平成２４年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）の専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第３３号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎議案第１５９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第１４ 議案第１５９号 鏡石町造成宅地滑動崩落緊急

対策工事（岡ノ内地区）請負契約の締結についてを議題といたします。

局長に議案を朗読させます。
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○議会事務局長（吉田賢司君） 〔第１５９号議案を朗読〕

○議長（渡辺定己君） 提出者から提案理由の説明を求めます。

都市建設課長、関根邦夫君。

〔都市建設課長 関根邦夫君 登壇〕

○都市建設課長（関根邦夫君） ただいま上程されました議案第１５９号の鏡石町造

成宅地滑動崩落緊急対策工事（岡ノ内地区）請負契約の締結につきまして提案理由

のご説明を申し上げます。

このたびの工事請負契約につきましては、東北地方太平洋沖地震により被災した

岡ノ内地内の宅地が、今後の地震等から被害を未然に防ぐため対策工事を行うため

の工事請負契約であります。

去る４月２６日に執行した制限付一般競争入札により契約金額及び契約の相手方

等が決まりましたので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求め

るものであります。

１ 契約の目的 鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策工事（岡ノ内地区）

２ 契約の方法 制限付一般競争入札

３ 契約の金額 ９，５５９万９５０円

４ 契約の相手方 福島県福島市大町７番２５号

ライト工業株式会社 福島営業所 所長 岡本秀幸

なお、工期につきましては、平成２６年２月２８日を設定しております。

○都市建設課長（関根邦夫君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。

よろしくご審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

○議長（渡辺定己君） １番、円谷寛君。

〔１番 円谷寛君 登壇〕

○１番（円谷寛君） ただいまの議案第１５９号について、質問をさせていただきま

す。この入札の手法については、前に南町の工事の時にこのような手法をとって、

大変疑惑を生じているのです。前町長の時代ですけれども、これはやはりまずいの

ではないかと私も一般質問の中で申して参りました。この最低制限価格。ただ、都

市建設課長は良心的だと思うのですね。失格した金額を先程の全協の中で明らかに

しましたけれども、その南町の時には、失格したものについては一切出せませんと

いうことで、これは発表しなかったのです。こういう怪しいことをやって財界ふく

しまなどに書かれていたのです。

この手法は非常に問題があると私も一般質問の中で言ってきたのですが、なぜ、

このような入札の手法を取らざるを得なかったのか説明してください。

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。

都市建設課長。

〔都市建設課長 関根邦夫君 登壇〕

○都市建設課長（関根邦夫君） 円谷議員のご質問にご答弁申し上げます。この工事
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につきましては、特殊工事ということと財政上、予定価格が１億円を超えるという

ことでございましたので、入札の要項に基づきまして、一般制限入札を執行したと

ころでございます。

なお、この関係につきましては、指名委員会等で諮りながらその手法を決定した

ところでございます。

以上、答弁申し上げます。

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１５９号 鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策工事（岡ノ内地区）

請負契約の締結についての件を採決いたします。

本案について、原案に賛成の諸君の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

挙手、多数であります。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

◎議案第１６０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第１５ 議案第１６０号 調停についての件を議題とい

たします。

局長に議案を朗読させます。

○議会事務局長（吉田賢司君） 〔第１６０号議案を朗読〕

○議長（渡辺定己君） 提出者から提案理由の説明を求めます。

総務課長、小貫忠男君。

〔総務課長 小貫忠男君 登壇〕

○総務課長（小貫忠男君） ただいま上程されました議案第１６０号 調停につきまし

て提案理由のご説明を申し上げます。

郡山裁判所平成２４年（ノ）第１０６号損害賠償請求調停事件について、次のと

おり調停を成立させたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１２号の規定により議会の議決を求めるものであります。

このたびの調停につきましては、昨年１２月調停申立から３回にわたり、話し合

いを行ってまいりました結果、４月１８日の第３回目の調停で３番の調停内容にあ

ります内容で合意となりましたので、本日、議会の議決を賜り調停成立をさせたい

ので議会の議決をお願いするものであります。

１ 事件名 郡山簡易裁判所平成２４年（ノ）第１０６号損害賠償請求調停事件

２ 当事者 申立人 福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ内 ２３６ 西アパート１０２号
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中川西 司 氏

相手方 福島県鏡石町

３ 調停の内容

（１）相手方は、申立人に対し、本件事案による損害賠償として、金６８２万円

の支払義務のあることを認める。

（２）相手方は、申立人に対し、鏡石町境８５番５３の代替地の提供を行う。

（３）相手方は、申立人に対し、（１）の金員を調停成立日から１箇月以内に、

申立人の指定する口座に振り込む方法により支払う。

（４）申立人は、相手方に対するその余の請求を放棄する。

（５）申立人と相手方は、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債

務のないことを相互に確認する。

（６）調停費用は、各自負担とする。

４ 調停理由

本事件については、郡山簡易裁判所調停委員会から調停成立についての要請

が強くなされたこと及びこの調停により申立人と相手方との間の問題の早期な

解決を勘案し、調停を成立させようとするものである。

○総務課長（小貫忠男君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。

ご審議をいただき、議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

○議長（渡辺定己君） １１番 木原秀男君

〔１１番 木原秀男君 登壇〕

○１１番（木原秀男君） 議案第１６０号 調停についてですけれども、これは今ま

での調停において、知っている限りですけれども勝ったためしは無い。こういうふ

うな状況で、血税を簡単に払おうとしているその態度が私にとっては解せないので

す。結局、これは完全に引き分けでは無いです。完全に負けた調停です。これに対

する原因とそれから反省ですね。それともう一つおまけに、余の請求を放棄という

ことは、どういう請求が他にあったのかというふうなことを３点お伺いします。

町長がいいね。町長さんお願いします。

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。

町長。

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕

○町長（遠藤栄作君） １１番議員のご質問にご答弁申し上げます。原因といいます

のは、先程、総務課長の方から説明がございましたけれども、更に全協の方でも説

明申し上げたけれども、平成９年頃からこういった状況がありまして、更に一旦宅

地を直して、それでも更に家が傾いてしまったと。

これは震災前にそういった事が起きた。そういった事があって申立人の方からこ

ういった要望について以前からあった。そういった事で今回、原因としてはそんな

事の経緯があったということであります。

反省といいますのは、やはり、もっともっと以前に申立人からいろいろな面であ
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ったということに関してはやはり町としても、もっともっと早くこういった内容を

含めて対応すべきだったのかなというふうに反省をしている。これは長くこういっ

た問題を引きずることは好ましく無いというふうに私は考えております。

その他の要求というものは、この前の全協の中で示しました金額で申立人が申し

立てているということで、なお、この部分については調停の中で減額がなされてき

たということでありますので、そんな中身で今回調停が成立するという中身であり

ますのでご了承いただきたいと思います。

○議長（渡辺定己君） １１番、木原秀男君。再質問を許します。

〔１１番 木原秀男君 登壇〕

○１１番（木原秀男君） 今、説明は解ったような解らないような感じです。結局、

こういうふうな９年頃からの申し出があったという事ですけれども、これは、なぜ

鏡石町でこのような土地を販売するに至ったかというふうな事を。これも例えば境

団地の分譲の２億円負担したという現実があるわけですけれども、なぜ、こういう

ふうな土地を町が買い上げて、こういうふうな未完成の土地を買い上げて、分譲に

至ったかというをもう少し詳しくご説明願います。

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。

町長、遠藤栄作君。

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕

○町長（遠藤栄作君） １１番議員にご答弁申し上げます。販売に至った経緯とい事

でありますけれども 、私が知っている限りにおいては、以前、工場用地で町が買い

上げたということでありまして、そこを工場用地にするという当初計画であったよ

うでありますが、その後、いろんな要因で宅地にしようという町側のことでなった

かと。そういうことで宅地分譲したという事でありますけれども、分譲のいわゆる

計画、こういったものについてその当時の技術的な部分もあったんでしょうけれど

も、いろんな面で、結果的に良質な宅地とは言えないような状況になってしまった

ということであり、そういった中身で販売に至ったと。

その結果がこういった結果になってしまったということであり、以前も裁判で負

けましたけれども、それもそういった一つの要因である一つでもあります。更に前

回の裁判で決着した部分。更に、今回の調停の部分。そしてもう２、３そういった

部分があるという状況にあるというそういった宅地になってしまったということで

ありますので、それについては、しっかりと町としても今後、いろんな面で対応し

なければならないというふうに考えております。

以上であります。

○議長（渡辺定己君） １１番、木原秀男君の再々質問の発言を許します。

〔１１番 木原秀男君 登壇〕

○１１番（木原秀男君） 再々質問を申し上げます。結局、川名さんの土地、また、

いろいろな面で境団地の仁井田の２億円を払った件。そういうふうな事を非常に反

省しないで、原因があるのに反省しないで、そのあれを繰り返しているわけですよ

ね。そういうふうなミスを繰り返しているわけですよ。例えば今後、今の所でも、

又、別な所が出てきているような話を聞いておりますけれども、それに対しては今

後どういうふうな対処をするのか、一言聞いておきたいと思います。
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○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。

町長、遠藤栄作君。

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕

○町長（遠藤栄作君） １１番議員の再々質問にご答弁申し上げます。今後の対応と

いう事でありますが 、それぞれの宅地の中で、いろいろ要因というか中身が個々に

違うということでございますので、それはその中身によって、ここでいえば申立人

になるかも知れませんけれども、申立人の申立部分の中身についてよく精査をしな

がら、個々に対応していきたいというふうに考えております。

○議長（渡辺定己君） ほかに質問ありませんか。

９番、今泉文克君。

〔９番 今泉文克君 登壇〕

○９番（今泉文克君） ただいま、上程されました第１６０号 調停についてでござ

いますが、この１日も早い調停でもって和解をしていきたいというふうな事は、私

らもしなくてはならないだろうと私も感じている所でございます。しかし、この内

容について先程、全協でもお話あった所でございますが、確認させていただきたい

のが何点かありまして、１つは、この申立人さんの現状の敷地、あるいはおかれて

いる宅地の条件。

それから、今回、新たに境８５番５３の代替地と選定した所の面積、それから現

在、申立人が住んでいる境地区との宅地としての条件ですね。それがどんなふうに

なっているのかということが第１点でございます。

それから、新たな境８５番５３の所有者とここの坪単価はどの位になっておるの

か。

それから、それらに伴う所の面積の同面積ではないかと思いますので面積の差、

それらの対応についてお伺いさせていただきます。

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。

総務課長。

〔総務課長 小貫忠男君 登壇〕

○総務課長（小貫忠男君） ９番議員のご質問にご答弁を申し上げます。申立人の方

の最初の土地につきましては、先程、ご質問にあった境８５番５３が最初の土地と

いうことでありまして、そちらは、２１１．０５平米程宅地がございました。

交換する場所は岡ノ内でございまして、これは、町営住宅の跡地でございますの

で、現在の所、地番はございません。更にはある程度大きい区画になっております

ので、それらについては、予算等を議決いただいて、分筆、測量、更には造成工事

などの施行が必要になります。

通常での予定としましては、約２７３平米程度の宅地ができる予定となっており

ますので、その差額分が約６２平米程度が増えますから、その差額については、等

価交換という形で、弁護士さんの方からもご指導いただいていますので差額につい

ては、金額で精算をしていただくということであります。そうなりますと、当然、

町の方で代替をする土地については、面積が多いので、その差額分については金額

でお支払いをいただくと。現在の図上の分割の、約６２平米程度からまいりますと

約１２３万５千円程度の、相手方の申立人の方の支払が生じるということでござい
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ます。

固定資産税の評価額については約１万円程度の地区でありまして、それぞれほぼ

同じ額の評価となっているので面積積算による今回計算をしていただきたいという

ことでございます。

宅地の条件等についても、準工とか住居地域とかありますけれども、いずれも住

宅地としては、同じような条件というふうなことでございます。後、坪単価という

のは先程、ご説明しました評価額が１万円程度でございますので、それでご理解し

ていただきたいと思います。

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。

９番、今泉文克君の再質問の発言を許します。

〔９番 今泉文克君 登壇〕

○９番（今泉文克君） ただいまお伺いいたしますと先程、１１番議員からもお話あ

りましたが、今から２０年以上前の町が分譲したというふうな最近問題のある場所

ですね。過去にも今回の申立人だけではなく他からも何人の方からも、このような

形で、訴訟が起こったりあるいは原因についての追求が起きている場所であって、

非常に私ども議員としてもこの位置づけ、あるいは今後の事についても危惧してい

る所でございます。

その場所の、今後、もしかして何か起きた時の一つに今日の１６０号については

基礎になる案件でございますからしっかりと中身をやっていかないと、また、次か

ら次と起きた時に対応するのに出たり引っ込んだりするようなことがあってはまず

いと思いますから、ここはしっかりとやっていかなければならないというふうに思

っています。

それで、この申立人の方については、平成９年から何回も補修をしたり、あるい

は再三にわたって町に対しても対応策を要請してきたというふうなことで、この方

がここに記載されている賠償損害として６８２万円でご理解していただくというこ

とがどうなのか、非常に私としては疑問に思うところでございます。家を直せばそ

れでいいだろうということではなくて、その傾いたりあるいはそこで生活している

期間が過去に２０年以上この申立人の方はあったわけですから、そういうことを踏

まえると大変な状況だったんだろうと。もし、自分の身であればそういうふうに強

く感じるところです。ですから、町はしっかりと細部を調査して対応して今後いっ

て貰いたいと強く感じます。

その中で、ただいま答弁をお伺いしますと、この申立人に対して、鏡石町境８５

番５３というのはこれは新たな場所ではないということですか。代替地の提供を行

うということだから、ここは現在住んでいる場所ということですね。そうすると、

新たな所は、今度、岡ノ内地区の２７３平米がその方に対する代替地として、差額

は出るけれども、今回、提供するというふうなことでよろしいのですね。

○議長（渡辺定己君） 再質問の答弁を求めます。

総務課長。

〔総務課長 小貫忠男君 登壇〕

○総務課長（小貫忠男君） ９番議員のご質問にご答弁を申し上げます。

ただいまの調停の場所につきまして、交換の中としては境８５番地５３について
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は、申立人が住んでいた場所ということであります。

交換の場所については、その場所から岡ノ内の前町営住宅跡地を予定していると

いうことでございまして、先程、ご質問にあった内容のとおりでございます。

それから、２０年以上前からこういうふうな内容だったという事、更には現在ま

で、申立人もいろいろ補修、それから精神的な部分でも非常にご苦労されてきたと

いう部分も当然あるという事であります。更には、今後もあの地区については、町

としても対応はしていきたいというふうに考えています。

よろしくお願いいたします。

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。

１番 円谷寛君

〔１番 円谷寛君 登壇〕

○１番（円谷寛君） ただいまの、議案第１６０号について、先程の説明もあったん

ですけれども、もう一度、一つは和解金の内訳を３点ほど申し上げましたね。それ

についてもう少し詳しく、メモをしきれなかったのでお願いしたい事が一つであり

ます。更に、２点目は今度の震災で公金での支援金、更にはカンパなどによる義援

金ですね。この両方併せて家族の状況等によって異なるわけでございますが、中川

西氏はいくら位貰えるのか今後の金額を含めて教えていただきたいと思います。

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。

総務課長。

〔総務課長 小貫忠男君 登壇〕

○総務課長（小貫忠男君） １番議員のご質問にご答弁を申し上げます。

和解金の内訳ということでございます。和解金の内訳といたしましては、建物の

損害としまして、４６０万円、地盤調査費用として２２万円、精神的慰謝料という

事で２００万円で合計６８２万円ということです。

それから、震災関係の支援金、義援金いうことでございますが、家が全壊をいた

しておりますので、それを全部再建しますと、３００万円は貰えますが、まだ再建

はしておりませんので、貰える権利があるという。その他に、１００万以上位は出

るのではないかと思われます。

以上でございます。

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑がありませんか

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

○議長（渡辺定己君） 暫時休議いたします。

休議 午後３時１１分

開議 午後３時１２分

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き、会議を開きます。

○議長（渡辺定己君） これより討論を行います。

討論ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１６０号 調停についての件を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

挙手、多数であります。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

◎議案第１６１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（渡辺定己君） 日程第１６ 議案第１６１号 平成２５年度鏡石町一般会計

補正予算（第１号）の件を議題といたします。

局長に議案を朗読させます。

○議会事務局長（吉田賢司君） 〔第１６１号議案を朗読 〕

○議長（渡辺定己君） 提出者から提案理由の説明を求めます。

副町長、助川浩一君。

〔副町長 助川浩一君 登壇〕

○副町長（助川浩一君） ただいま上程されました議案第１６１号 平成２５年度鏡

石町一般会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。

２１５ページをお開き願います。

このたびの補正につきましては、境西団地損害賠償請求調停並びに東日本大震災

復興交付金第５回採択事業の町災害公営住宅建設に係る経費によるものでございま

して、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８６６万２，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億８，８６６万２，０００円

とするものでございます。

第２条の地方債の補正につきましては、２１８ページ第２表の１といたしまして、

災害公営住宅建設事業の限度額等を記載のとおり追加するものでございます。

詳細につきましては、事項別明細書に基づきご説明を申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明した。〕

○副町長（助川浩一君） 以上、提案理由のご説明を申し上げました。

ご審議をいただきまして、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（渡辺定己君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

○議長（渡辺定己君） ９番、今泉文克君。

〔９番 今泉文克君 登壇〕

○９番（今泉文克君） ただいま上程されました、２５年度の補正なんですが、災害

公営住宅ということで、駅東第１工区に建設予定だと思うのですが、実は、急にこ

こで数字３，８７０万円が上がってきまして、それで、これは２５年３月の当初で

すね。今は５月ですがその時に全然上がってなくてここにきて、３，８７０万円の

補正がなぜこのように早くなったのかというふうな理由が一つです。
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２点目は、地方債ということで、今回、４８０万円、それから、交付金基金繰入

金として、３，３８６万２，０００円、両方とも自主財源になりますね。というこ

とは厳しい中から出していくわけですから、これらについて、後で国からの財源の

助成とかそのようなことはどんなふうになってくるのか。あるのか。無いのかです

ね。あるとすればどのような形で降りてくるのかということです。

それから、ここで出てきたことによって災害公営住宅事業というのは、前に進ん

でくるだろうなと期待するのですが、今後の計画はどんなふうに歩んでくるのか、

解っておりましたらそれらについてお伺いいたします。

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。

都市建設課長。

〔都市建設課長 関根邦夫君 登壇〕

○都市建設課長（関根邦夫君） ９番議員のご質問にご答弁を申し上げます。

今回の補正の理由でございますが、当初予算では債務負担行為のみの計上でござ

いましたが、当初、都市機構との買い取り制度というものを検討しておりました。

その中で、ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）との交渉をして参りましたが交渉の

結果、なかなか事業を組むには人材的な理由から難しいと判断したために、直営と

いう形で今回の設計業務について、臨時議会で計上させていただいた理由でござい

ます。

また、地方債の４８０万円につきましては、８分の７の復興交付金の率でござい

ますので、８分の１については地方債の借り入れができると。なお、この８分の１

につきましては、将来的な家賃からの返済に充てるという状況でございます。なお、

家賃収入につきましても補助制度がありまして減収補填等につきましては、将来的

には、国からの方から再計算されまして補填される計画でございます。

今後の計画でございますが、おおざっぱでございますが、今年中位には設計をま

とめまして、年明け早々にはできる限り確認申請等の準備をしまして３月議会には、

そういったもので工事契約等ができるような段取りで今後進めていきたいというふ

うに考えております。

完成につきましては、２６年度中ということで、完成を向けていきたいというふ

うに考えておりますので、この内容につきましては、先月の全員協議会でお示しし

た内容でございますので、よろしくご理解の程お願いしたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより議案第１６１号 平成２５年度鏡石町一般会計補正予算（第１号）の件
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を裁決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

挙手、全員であります。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

◎議会運営委員会閉会中の継続調査の申出について

○議長（渡辺定己君） 日程第１７ 議会運営委員会閉会中の継続調査の申出につい

ての件を議題といたします。

議会運営委員長から、会議規則第７０条の規定によって、お手元に配付しました

所管事務調査について、閉会中の「継続調査」の申出があります。

お諮りいたします。

委員長から申出のとおり、閉会中の「継続調査」とすることに、ご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。

したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の「継続調査」とすることに決し

ました。

◎閉議の宣告

○議長（渡辺定己君） 以上をもって、本臨時会に付議されました、案件の審議は、

全部終了いたしました。

休議いたします。

休議 午後３時２４分

開議 午後３時３７分

（休議中、協議あり）

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き、会議を開きます。

以上をもって、本臨時会に付議された、案件の審議は、全部終了いたしました。

◎町長挨拶

○議長（渡辺定己君） ここで、閉会にあたり、招集者から挨拶があります。

町長、遠藤栄作君。

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕

○町長（遠藤遠藤栄作君） 閉会にあたりまして一言、御挨拶を申し上げます。

ただいまは、提出いたしました議案につきまして、慎重な審議をいただき原案の

とおり承認、議決賜り誠にありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。本

日、議決いただきました議案、補正予算の執行につきましては、趣旨に基づき速や

かな事務の執行に努めてまいります。

議員各位には、今後とも特段のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げ、

閉会の挨拶といたします。
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ありがとうございました。

◎閉会の宣告

○議長（渡辺定己君） これにて、第５回鏡石町議会臨時会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

閉会 午後３時３９分
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